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伊 丹 市 審 議 会 等 の 市 民 公 募 制 度 に 関 す る 指 針  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 指 針 は ， 伊 丹 市 ま ち づ く り 基 本 条 例 （ 平 成 １ ５ 年 伊 丹  

市 条 例 第 １ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 １ ４ 条 の 規 定 に よ る 審  

議 会 等 へ の 市 民 の 参 加 に 関 し ， 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 指 針 に お い て 「 審 議 会 等 」 と は ， 法 令 ， 条 例 ， 規 則 ，  

要 綱 等 の 定 め る と こ ろ に よ り ， 審 議 ， 審 査 ， 調 査 等 （ 以 下 「 審 議  

等 」 と い う 。 ） を 行 う た め に 設 置 さ れ た 合 議 体 を い い ， 関 係 機 関  

に よ る 協 議 ・ 連 絡 ・ 調 査 研 究 等 の た め に 設 置 さ れ た も の を 含 ま な  

い も の と す る 。  

 （ 市 民 枠 の 設 定 ）  

第 ３ 条  市 長 そ の 他 の 執 行 機 関 （ 以 下 「 執 行 機 関 」 と い う 。 ） は ，  

審 議 会 等 の 委 員 の 構 成 を 定 め る と き は ， 市 民 の 市 政 へ の 参 画 と 協  

働 の 機 会 を 設 け る た め ， 委 員 の 構 成 に 市 民 を 加 え る よ う 努 め る も  

の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 設 け る 市 民 委 員 の 人 数 は ， ２ 人 以 上 を 基 準 と  

す る 。 た だ し ， 委 員 の 定 数 ， 構 成 等 に か ん が み ， 市 民 委 員 を ２ 人  

以 上 と す る こ と が 困 難 で あ る 場 合 は ， こ の 限 り で な い 。  

３  次 に 掲 げ る 審 議 会 等 に つ い て は ， 前 ２ 項 の 規 定 は ， 適 用 し な い 。  

 ⑴  審 議 等 を 行 う に 当 た っ て ， 高 度 に 専 門 的 な 技 術 ・ 知 識 ・ 経 験  

等 を 要 す る 審 議 会 等  

⑵  行 政 処 分 ， 不 服 申 立 て ， 紛 争 処 理 等 を 取 り 扱 う 審 議 会 等  

⑶  特 定 の 個 人 に 係 る 情 報 を 取 り 扱 う 審 議 会 等  

⑷  法 令 等 の 規 定 に よ り 委 員 の 構 成 が 定 め ら れ て い る 審 議 会 等  

⑸  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か ， 審 議 の 内 容 か ら 市 民 が 参 加 す る  

こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る 審 議 会 等  

４  前 項 の 審 議 会 等 に お い て も ， 審 議 等 の 内 容 に 応 じ ， 市 民 が 参 加  

す る こ と が 適 当 で あ る と 認 め ら れ る と き は ， 執 行 機 関 は ， 審 議 等  
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の 内 容 を 特 定 し て ， 臨 時 委 員 の 委 嘱 そ の 他 の 適 当 な 方 法 に よ り ，  

で き る 限 り 市 民 の 参 加 の 機 会 を 設 け る よ う 努 め る も の と す る 。  

 （ 市 民 委 員 の 選 任 方 法 ）  

第 ４ 条  前 条 第 １ 項 又 は 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 設 け た 市 民 委 員 （ 以 下  

「 市 民 委 員 」 と い う 。 ） の 選 任 に つ い て は ， 公 募 に よ る も の と す  

る 。 た だ し ， 公 募 を 行 っ て も 応 募 者 が な い 場 合 そ の 他 公 募 に よ る  

選 任 が で き な い 場 合 は ， 関 係 団 体 の 推 薦 そ の 他 執 行 機 関 が 適 当 と  

認 め る 方 法 に よ り 選 任 す る こ と が で き る 。  

（ 応 募 資 格 ）  

第 ５ 条  市 民 委 員 に 応 募 で き る 者 は ， 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す  

る 者 と す る 。  

 ⑴  市 内 に 居 住 し ， 通 勤 し ， 又 は 通 学 す る 者  

 ⑵  本 市 の 他 の 審 議 会 等 の 委 員 で な い 者  

 ⑶  本 市 の 職 員 又 は 市 議 会 議 員 で な い 者  

２  執 行 機 関 は ， 前 項 の 規 定 に よ る ほ か ， 必 要 に 応 じ て 応 募 資 格 を  

設 定 す る こ と が で き る 。  

 （ 男 女 共 同 参 画 へ の 配 慮 ）  

第 ６ 条  執 行 機 関 は ， 市 民 枠 の 設 定 及 び 市 民 委 員 の 選 任 に つ い て は ，  

伊 丹 市 男 女 共 同 参 画 計 画 に 基 づ き ， 当 該 審 議 会 等 の 男 女 の 構 成 比  

率 も 考 慮 し た う え で ， 男 女 の 対 等 な 市 政 へ の 参 画 の 機 会 と な る よ  

う 配 慮 す る も の と す る 。  

 （ 公 募 方 法 ）  

第 ７ 条  市 民 委 員 の 公 募 に 当 た っ て は ， 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 広  

報 紙 ， 市 の ホ ー ム ペ ー ジ そ の 他 の 媒 体 を 利 用 す る 等 の 方 法 に よ り ，  

広 く 周 知 を 行 う も の と す る 。  

 ⑴  審 議 会 等 の 名 称 ， 設 置 目 的 及 び 所 掌 事 務  

 ⑵  応 募 資 格  

⑶  公 募 人 数  

⑷  選 任 の 時 期 及 び 任 期  

⑸  報 酬 等 の 有 無 及 び 金 額  
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⑹  応 募 申 込 み の 方 法 及 び 申 込 期 限  

⑺  選 考 方 法  

⑻  問 い 合 わ せ 先  

⑼  そ の 他 必 要 と 認 め る 事 項  

２  前 項 の 規 定 に よ る 周 知 は ， 申 込 期 限 ま で に 時 間 的 な 余 裕 を も っ  

て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 （ 応 募 方 法 ）  

第 ８ 条  市 民 委 員 の 応 募 は ， 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 込 書 及 び  

小 論 文 （ ４ ０ ０ 字 以 上 ８ ０ ０ 字 程 度 の も の ） を 提 出 さ せ る こ と に  

よ り 行 う も の と す る 。 た だ し ， 小 論 文 に つ い て は ， 簡 素 化 す る こ  

と が で き る 。  

 ⑴  申 し 込 む 審 議 会 等 の 名 称  

⑵  住 所 ， 氏 名 ， 電 話 番 号 ， 性 別 及 び 生 年 月 日  

⑶  現 在 の 職 業 （ 市 外 に 在 住 の 場 合 に 記 載 ）  

⑷  志 望 理 由  

⑸  活 動 経 験 そ の 他 の 自 己 ア ピ ー ル  

２  前 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 書 類 は ， 返 還 し な い も の と す る 。  

 （ 選 考 方 法 ）  

第 ９ 条  市 民 委 員 の 選 考 は ， 申 込 書 及 び 小 論 文 等 に よ る 書 類 選 考 又  

は こ れ に 面 接 そ の 他 適 当 と 認 め る 方 法 を 組 み 合 わ せ て 行 う も の と  

す る 。  

２  前 項 の 選 考 に 当 た っ て は ， あ ら か じ め 選 考 基 準 を 定 め た う え ，  

原 則 と し て 選 考 委 員 会 を 設 置 し て ， 公 平 公 正 に 行 わ な け れ ば な ら  

な い 。  

 （ 選 考 結 果 ）  

第 １ ０ 条  選 考 の 結 果 に つ い て は ， 選 考 後 速 や か に 応 募 者 全 員 に 書  

面 で 通 知 す る も の と す る 。  

２  執 行 機 関 は ， 選 考 後 速 や か に ， 応 募 者 数 ， 選 考 基 準 そ の 他 必 要  

と 認 め る 事 項 を 市 の ホ ー ム ペ ー ジ そ の 他 の 媒 体 を 利 用 す る 等 の 方  

法 に よ り 公 表 す る も の と す る 。  
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３  応 募 者 は ， 執 行 機 関 に 対 し ， 口 頭 に よ り ， 選 考 に お け る 自 己 の  

得 点 又 は 順 位 の 提 供 を 求 め る こ と が で き る 。  

４  前 項 の 規 定 に よ り 提 供 の 求 め を し よ う と す る 者 は ， 執 行 機 関 に  

対 し ， 自 己 が 当 該 提 供 の 求 め に 係 る 個 人 情 報 の 本 人 で あ る こ と を  

証 明 す る た め に 必 要 な 書 類 で 執 行 機 関 が 定 め る も の を 提 示 し な け  

れ ば な ら な い 。  

５  第 ３ 項 の 規 定 に よ り 提 供 の 求 め が あ っ た と き は ， あ ら か じ め 執  

行 機 関 が 定 め る 方 法 に よ り 直 ち に 提 供 す る も の と す る 。  

 （ 再 公 募 ）  

第 １ １ 条  公 募 を 行 っ た 場 合 に お い て ， 申 込 期 限 ま で に 募 集 人 数 に  

満 た な か っ た と き 又 は 選 考 の 結 果 適 任 者 が な か っ た と き は ， 再 公  

募 を す る こ と が で き る 。  

２  前 項 に 規 定 す る と き に お い て ， 再 公 募 を 行 わ な い 場 合 の 市 民 委  

員 の 選 任 に つ い て は ， 執 行 機 関 が 定 め る 。  

 （ 啓 発 ）  

第 １ ２ 条  執 行 機 関 は ， 審 議 会 等 へ の 市 民 の 参 加 を 促 進 す る た め ，  

傍 聴 の 呼 び か け そ の 他 の 方 法 に よ り 審 議 会 等 に 対 す る 市 民 の 関 心  

を 深 め ， 市 民 委 員 の 応 募 者 数 の 増 加 を 図 る よ う 努 め る も の と す る 。  

付  則  

 こ の 指 針 は ， 平 成 １ ５ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 指 針 は ， 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 第 ４ 条 の 規 定 は ， こ の 指 針 の 施 行 の 日 以 後 に 市 民 委 員  

の 公 募 を 行 う 審 議 会 等 に つ い て 適 用 す る 。  

３  改 正 後 の 第 １ ０ 条 第 ２ 項 の 規 定 は ， こ の 指 針 の 施 行 の 日 以 後 に  

市 民 委 員 の 選 考 を 行 う 審 議 会 等 に つ い て 適 用 す る 。  

付  則  

 こ の 指 針 は ， 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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付  則  

 こ の 指 針 は ， 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

 こ の 指 針 は ， 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

 こ の 指 針 は ， 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


